
介
護
職
員
初
任
者
研
修
の

受
講
料
補
助

　
新
た
な
介
護
人
材
の
発
掘
の
た

め
、
受
講
料
の
一
部
を
補
助
し
て

い
ま
す
。

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

で
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
人

▽
介
護
職
員
初
任
者
研
修
を
受
講

し
修
了
し
て
い
る
▽
受
講
料
に
つ

い
て
他
の
助
成
金（
求
職
者
支
援

を
含
む
）を
受
け
て
い
な
い
▽
研

修
修
了
後
３
カ
月
以
内
に
市
内
の

事
業
所
で
介
護
な
ど
の
業
務
に
従

事
し
、
同
じ
事
業
所
で
３
カ
月
以

上
従
事
し
て
い
る
▽
住
所
を
有
す

る
市
区
町
村
の
課
す
市
区
町
村
税

に
滞
納
が
な
い

補
助
金
額　
介
護
職
員
初
任
者
研

修
に
係
る
受
講
料
・
教
材
費
を
合

わ
せ
た
額（
上
限
５
万
円
、
１
０

０
０
円
未
満
切
捨
て
）

申
請
期
間　
介
護
職
員
初
任
者
研

修
修
了
日
の
翌
日
か
ら
１
年
以
内

申
請
方
法　
補
助
条
件
を
満
た
し

た
時
点
で
、
介
護
保
険
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
に
必
要
な

書
類
は
介
護
保
険
課
で
配
布
す
る

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す

問
い
合
わ
せ　
介
護
保
険
課（
☎

40
２
２
９
４
）

各
種
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

　
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
対
象
で
手
当
を
受
け
て

い
な
い
人
は
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。児

童
扶
養
手
当

　
ひ
と
り
親
家
庭
と
な
っ
た
児
童

を
監
護
・
養
育
し
て
い
る
人
を
支

援
す
る
た
め
の
手
当
で
す
。

対
象　
支
給
要
件
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
18
歳
に
な
っ
て
最
初
の

３
月
31
日
ま
で（
障
が
い
の
あ
る

場
合
は
20
歳
に
な
る
誕
生
日
の
前

日
ま
で
）の
児
童
を
監
護
・
養
育

し
て
い
る
人

支
給
額　
▽
全
部
支
給
＝
第
１
子

４
万
８
０
５
０
円
、
第
２
子
以
降

１
万
１
３
５
０
円
▽
一
部
支
給
＝

第
１
子
４
万
８
０
４
０
円
〜
１
万

１
３
４
０
円
、
第
２
子
以
降
１
万

１
３
４
０
円
〜
５
６
８
０
円

※
所
得
状
況
に
よ
り
変
化
し
ま
す

支
給
要
件　
▽
父
母
が
離
婚
▽
父

ま
た
は
母
が
死
亡
▽
父
ま
た
は
母

が
重
度
の
障
が
い（
国
民
年
金
法

に
よ
る
障
害
等
級
１
級
程
度
）▽

父
ま
た
は
母
が
生
死
不
明
▽
父
ま

た
は
母
が
１
年
以
上
遺
棄
▽
父
ま

た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保

護
命
令
を
受
け
た
▽
父
ま
た
は
母

が
１
年
以
上
拘
禁
中
▽
未
婚
の
母

の
子
▽
父
母
と
も
に
不
明（
孤
児

な
ど
）

非
該
当
要
件　
▽
児
童
が
施
設
な

手話をやってみよう（第86回）
　手話は音声言語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的
に表現する言語です。手話が身近な言語となるよう、皆さんもや
ってみましょう。
　今月は「お母さん」を紹介します。

【お母さん】

問い合わせ　福祉課（☎402384）

　小指を立てて上へ上
げる。

　右手の人差し指で頬
を軽く１回なぞる。
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ど（
通
所
施
設
を
除
く
）に
入
所

し
て
い
る
▽
児
童
が
父
ま
た
は
母

の
配
偶
者（
事
実
婚
を
含
む
）に

養
育
さ
れ
て
い
る
▽
請
求
者
が
事

実
婚
の
婚
姻
関
係（
内
縁
関
係
な

ど
）に
あ
る
と
き
な
ど

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児

童
の
福
祉
増
進
を
図
る
た
め
の
手

当
で
す
。

対
象　
支
給
要
件
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
20
歳
に
な
る
誕
生
日
の

前
日
ま
で
の
児
童
を
監
護
・
養
育

し
て
い
る
人

支
給
額　
▽
１
級
＝
５
万
８
４
５

０
円
▽
２
級
＝
３
万
８
９
３
０
円

支
給
要
件　
▽
１
級
＝
身
体
障
害

者
手
帳
１
・
２
級
程
度
の
障
が
い

が
あ
る
、
療
育
手
帳
判
定
Ａ
程
度

の
知
的
障
が
い
が
あ
る
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
程
度
の

精
神
障
が
い
が
あ
る
▽
２
級
＝
身

体
障
害
者
手
帳
３
級
程
度
の
障
が

い
が
あ
る
、
日
常
生
活
が
著
し
い

制
限
を
受
け
る
程
度
の
知
的
障
が

い
も
し
く
は
精
神
障
が
い
が
あ
る

非
該
当
要
件　
▽
児
童
が
障
が
い

を
事
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受
給

し
て
い
る
▽
児
童
が
施
設
な
ど（
通

所
施
設
を
除
く
）に
入
所
し
て
い

る
な
ど

共
通
事
項

そ
の
他　
▽
手
当
は
請
求
者
や
請

求
者
の
父
母
な
ど
の
所
得
が
一
定

額
を
超
え
る
と
支
給
が
停
止
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
▽
手
当
を
受

け
て
い
る
人
は
、
毎
年
８
月
に
現

況
届
を
出
す
必
要
が
あ
り
ま
す
▽

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

申
請
・
問
い
合
わ
せ　
子
ど
も
課

（
☎
50
７
８
０
３
）へ

そ
の
他

緑
の
募
金
と
苗
木
の
配
布

　
地
域
の
緑
化
を
推
進
す
る
た
め
、

緑
の
募
金
を
実
施
し
ま
す
。
募
金

に
協
力
し
た
人
に
は
、
苗
木
を
プ

レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

日
時　
５
月
15
日
㈮
午
前
９
時
〜

午
後
１
時

※
苗
木
が
な
く
な
り
次
第
終
了

会
場　
市
役
所
本
庁
舎

苗
木
の
種
類　
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
・

ラ
ベ
ン
ダ
ー
・
オ
レ
ガ
ノ
・
ア
ケ

ビ（
予
定
）

配
布
数　
１
人
１
本
ま
で

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
森
林

課（
☎
50
４
４
４
１
）へ

市
長
の
資
産
等
の
公
開

　
藤
岡
市
長
の
資
産
等
の
公
開
に

関
す
る
条
例
に
基
づ
き
、
資
産
等

報
告
書
な
ど
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

閲
覧
開
始
日　
５
月
11
日
㈪

閲
覧
日
時　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分（
正
午
〜
午
後
１

時
を
除
く
）

閲
覧
場
所
・
問
い
合
わ
せ　
総
務

課（
☎
40
２
２
２
７
）

市民献血
　輸血に使用する血液は、人工的に作ることができず、
長期保存することもできません。そのため、いつでも患
者に血液を届けられるように、毎日新しい血液を確保す
る必要があります。愛の献血に協力をお願いします。
日時　５月25日㈪ ①午前９時30分～11時30分
 ②午後１時45分～４時
会場　①＝旧保健センター②＝子育て・健康センター
内容　200㎖献血・400㎖献血
対象　献血に協力できる人
※年齢・体重・貧血の有無などの基準があり当日医師が
判断します（400㎖献血の主な基準は右表のとおり）
その他　200㎖献血は、必要数が確保され次第受け付け
を終了します
問い合わせ　健康づくり課（☎507801）

※65歳以上の人の献血は、献血する人の
健康を考慮し、60～64歳の間に献血経験
がある人に限ります

男性 女性

年齢 17～69歳※ 18～69歳※

体重 50㎏以上

年間
献血回数 ３回以内 ２回以内

イ
ベ
ン
ト

図
書
館
情
報

健
康
福
祉

そ
の
他

講
座
・
教
室

募　
集

ス
ポ
ー
ツ
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